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【注意点】
高額療養費に該当する場合は自己負担限度額に総医療費
の1割を加えた額を支給します。

①②は記載もれのないようにご注意く
ださい。

③-1は該当するものにチェックを入れて
ください。

１か月の医療費が19,200点を超えてい
て、国民健康保険に加入の場合は、
『所得課税証明書』を添付してください。

兄弟姉妹等で、医療費が7,000点以上
かかり、その医療費をセンターに請求し
ている場合のみ記載してください。

⑤は該当するものにチェックを入れてく
ださい。

◎高額療養費の払戻手続きについて
自己負担限度額を超えた高額療養費の払戻手続きは、加入している医療保険の保
険者に、被保険者が行うこととなります。払戻手続きの詳細については、加入してい
る医療保険にお問合せください。
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センターでの高額療養に係る給付例と医

療保険での高額療養費の払戻例

センターでは通常は総医療費の3割に1割を

加えた額を支給しますが、図のように、高額

療養費に該当する場合は自己負担限度額に

総医療費の1割を加えた額を支給します。
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入院に係った総医療費が800,000円の場合、

窓口支払では3割負担分なので240,000円を

支払います。課税者ウ※の世帯であれば、自

己負担限度額を超える支払いをしているため、

医療保険に申請すると払い戻しされます。
（※標準報酬月額をとる場合 280,000円以上530,000円未満）

自己負担限度額

80,100円＋(800,000

円－267,000円)×1%

＝85,430円

限度額を超えた金額（高

額療養費）

240,000円－85,430円

＝154,570円

（医療保険から払い戻さ

れる額）

窓口支払（3割負担分）：240,000円

●医療機関での支払（入院の総医療費800,000円の場合）

自己負担限度額

80,100円＋(800,000

円－267,000円)×1%

＝8５,430円①

療養に伴って要する費用

（医療費の1割）

800,000円×10%

＝80,000円②

センター給付額：165,430円（①＋②）

●センターの給付額

払い戻された場合の保護者の実質負担額は85,430円と

なります（医療保険に申請しないと払い戻しされませ

ん。）。

お勤めの事業所にて記載いただいてく
ださい。

給料月額の場合
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